
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
第
九
二
九
七
号
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 100 号

平成 17 年

12月20日（火曜日）

告
　
　
示

○
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
香
川
県
認
証
局
が
発
行
す
る
自
己
署
名
証
明
書
等
の
フ
ィ
ン
ガ

ー
プ
リ
ン
ト
の
公
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
情
報
政
策
課
）

一

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出

（
水
　
産
　
課
）

二

○
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
に
つ
い
て
の
同
意
成

立
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

香
川
県
工
事
請
負
契
約
約
款
等
の
一
部
を
改
正
す
る
約
款
　
　
　
　
　
　
（
土
木
監
理
課
）

○
道
路
の
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

三

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
（
四
件
）

（

〃
　
　
）

○
水
防
法
の
規
定
に
よ
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
の
告
示

（
河
川
砂
防
課
）

五

地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
収
納
事
務
の
委
託
の
解
除
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

○
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
取
消
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
　
計
　
課
）

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金

融
機
関
が
取
り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
改
正

（
審
　
査
　
課
）

六

公
　
　
告

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
四
件
）

（
土
地
改
良
課
）

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

七

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

八

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

九

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
九
号

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）

に
基
づ
く
認
証
業
務
を
行
う
に
当
た
り
、
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
香
川
県
認
証
局
が
発
行
す
る
自
己
署

名
証
明
書
（
以
下
「
香
川
県
知
事
の
自
己
署
名
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
ブ

リ
ッ
ジ
認
証
局
が
発
行
す
る
自
己
署
名
証
明
書
（
以
下
「
ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
」
と
い

う
。
）
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
を
次
の
と
お
り
改
訂
し
た
の
で
公
示
す
る
。
な
お
、
平
成
十
六
年
香
川

告
示
第
三
十
五
号
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

1
香
川
県
知
事
の
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト

ハ
ッ
シ
ュ
関
数
　
　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト

Ｓ
Ｈ
Ａ
－
1

6
Ｆ
Ｃ
Ｅ

4
Ｂ
6
Ｃ

0
4
7
Ｄ

6
7
6
Ｆ

0
Ｆ
Ｄ
5
Ｆ
6
5
Ｄ
　
Ｆ
6
1
4
7
Ｂ
9
6

0
0
9
9
Ｆ
8
Ｂ
6

2
ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト

ハ
ッ
シ
ュ
関
数
　
　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト

Ｓ
Ｈ
Ａ
－
1

2
Ｄ
Ｆ
Ｆ

6
3
3
6
Ｅ
3
3
Ａ

4
8
2
9

Ａ
Ａ
0
0
9
Ｆ
0
1
Ａ
1
8
0
1
Ｅ
Ｅ
7

Ｅ
Ｂ
Ａ
5
8
2
Ｂ
Ｂ

注
　
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
を
表
示
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
種
類
又
は
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
り
、
大
文
字

又
は
小
文
字
の
相
違
、
ス
ペ
ー
ス
の
付
加
等
表
示
方
法
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
第
九
二
九
七
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を

求
め
る
た
め
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

そ
の
指
定
漁
船
調
書
を
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
三
日
ま
で
東
讃
漁
業
協
同

組
合
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

東
か
が
わ
市
三
本
松
一
〇
七
番
地
　
　
　
青
木
　
茂

東
か
が
わ
市
三
本
松
七
七
九
番
地
　
　
　
木
内
　
八
郎

東
か
が
わ
市
三
本
松
一
三
三
番
地
　
　
　
田
中
　
宏
和

二
　
加
入
区
の
名
称

東
讃
加
入
区

三
　
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

東
讃
漁
業
協
同
組
合

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込

み
に
つ
い
て
の
同
意
成
立
の
届
出
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認

め
る
。平

成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
１
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

小
豆
郡
土
庄
町
小
江
一
五
四
番
地
　
　
　
　
山
本
　
康
博

小
豆
郡
土
庄
町
小
江
一
一
二
番
地
三
　
　
　
　
山
口
　
太
一
郎

２
　
同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
四
海
区
域
　

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

二
１
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

観
音
寺
市
伊
吹
町
一
二
三
番
地
一
　
　
　
　
三
好
　
則
次

観
音
寺
市
伊
吹
町
二
〇
一
番
地
　
　
　
　
三
好
　
恭
弘

観
音
寺
市
伊
吹
町
一
七
一
番
地
　
　
　
　
川
原
　
隆

２
　
同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
伊
吹
区
域

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
二
号

香
川
県
工
事
請
負
契
約
約
款
等
の
一
部
を
改
正
す
る
約
款
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
工
事
請
負
契
約
約
款
等
の
一
部
を
改
正
す
る
約
款

（
香
川
県
工
事
請
負
契
約
約
款
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
香
川
県
工
事
請
負
契
約
約
款
（
平
成
九
年
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
乙
が
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十

四
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
乙
が
構
成
事
業
者

で
あ
る
事
業
者
団
体
が
独
占
禁
止
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
、

公
正
取
引
委
員
会
が
乙
に
対
し
、
独
占
禁
止
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
課
徴
金
の

納
付
命
令
を
行
い
、
当
該
納
付
命
令
が
確
定
し
た
と
き
。

二
　
乙
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
及
び
使
用
人
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
刑
法

（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
又
は
独
占
禁
止
法
第
八
十
九
条
第
一
項
若

し
く
は
第
九
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。

三
　
乙
の
刑
法
第
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
第
四
十
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一

号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
削
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
第
九
二
九
七
号
）

三

（
香
川
県
土
木
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
香
川
県
土
木
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
（
平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
乙
が
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十

四
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
乙
が
構
成
事
業
者

で
あ
る
事
業
者
団
体
が
独
占
禁
止
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
、

公
正
取
引
委
員
会
が
乙
に
対
し
、
独
占
禁
止
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
課
徴
金
の

納
付
命
令
を
行
い
、
当
該
納
付
命
令
が
確
定
し
た
と
き
。

二
　
乙
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
及
び
使
用
人
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
刑
法

（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
又
は
独
占
禁
止
法
第
八
十
九
条
第
一
項
若

し
く
は
第
九
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。

三
　
乙
の
刑
法
第
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一

号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
削
る
。

（
香
川
県
建
築
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
香
川
県
建
築
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
（
平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
乙
が
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十

四
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
乙
が
構
成
事
業
者

で
あ
る
事
業
者
団
体
が
独
占
禁
止
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
、

公
正
取
引
委
員
会
が
乙
に
対
し
、
独
占
禁
止
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
課
徴
金
の

納
付
命
令
を
行
い
、
当
該
納
付
命
令
が
確
定
し
た
と
き
。

二
　
乙
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
及
び
使
用
人
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
刑
法

（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
又
は
独
占
禁
止
法
第
八
十
九
条
第
一
項
若

し
く
は
第
九
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。

三
　
乙
の
刑
法
第
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一

号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
約
款
は
、
平
成
十
八
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成

十
八
年
一
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
多
度
津
丸
亀
線
（
二
百
五
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
一
年

香
川
県
告
示

一
七
・
二
　
　
　
　
　
　
　
第
九
百
十
九

〜
　
　
　
　
　
六
八
〇

号
で
変
更
し

四
一
・
〇

た
区
域
の
一

部

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成

丸
亀
市
新
田
町
大
字
橋
本
一
六
二
番
一
地
先
か
ら

丸
亀
市
津
森
町
大
字
高
丸
一
一
〇
六
番
一
地
先
ま

で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
第
九
二
九
七
号
）

四

十
八
年
一
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
東
谷
岩
崎
線
（
百
六
十
五
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

四
・
九
　
　
　
　
　
　

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
五
〇

八
・
二

九
・
二

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
五
〇

一
五
・
〇

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成

十
八
年
一
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
国
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
百
九
十
三
号

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
七
百
八
十

三
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部
の
供
用

及
び
平
成
十

七
年
香
川
県

告
示
第
三
百

九
十
五
号
の

仮
設
道
の
不

用
物
件
化
及

び
供
用

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成

十
八
年
一
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
財
田
上
高
瀬
線
（
二
百
十
八
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
五
　
　
　
　
　
　
　
農
道
接
道
に

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
一
八
　
よ
る
交
差
点

一
八
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
整
備

一
一
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
一
八

三
八
・
〇

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
字
下
芦
脇

五
五
〇
番
七
地
先
か
ら

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
字
林
ノ
内

一
〇
二
八
番
二
地
先
ま
で

三
豊
郡
財
田
町
財
田
上
字
東
岡
三
九
四

三
番
一
地
先
か
ら

三
豊
郡
財
田
町
財
田
上
字
東
岡
三
六
九

五
番
三
地
先
ま
で

高
松
市
塩
江
町
安
原
下
字
中
村
八
四
〇

番
一
地
先
か
ら

高
松
市
塩
江
町
安
原
下
字
中
村
八
七
六

番
一
地
先
ま
で

一
一
・
六

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
〇
〇

一
八
・
〇

一
二
・
六

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
〇
五

二
〇
・
六

一
〇
・
〇

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
〇
〇

一
八
・
〇

高
松
市
塩
江
町
安
原
下
字
中
村
八
四
○

番
一
地
先
か
ら

高
松
市
塩
江
町
安
原
下
字
中
村
八
七
六

番
一
地
先
ま
で

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

第
六
百
八
十

七
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部
変
更



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
第
九
二
九
七
号
）

五

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成

十
八
年
一
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
観
音
寺
佐
野
線
（
八
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

一
三
・
五
　
　
　
　
　
　
　
道
路
災
害
復

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
九
三
　
旧
工
事
に
伴

一
四
・
五
　
　
　
　
　
　
　
う
区
域
変
更

一
四
・
五

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
九
三

一
九
・
四

一
三
・
五
　
　
　
　
　
　
　
道
路
災
害
復

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
二
八
　
旧
工
事
に
伴

一
八
・
五
　
　
　
　
　
　
　
う
区
域
変
更

一
三
・
五

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
二
八

三
六
・
五

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
八
号

綾
川
水
系
綾
川
及
び
金
倉
川
水
系
金
倉
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る

水
深
を
定
め
た
の
で
、
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
三
項
及
び
水
防
法

施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
河
川
港
湾
課
に
備
え

置
き
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
九
号

次
の
者
に
対
す
る
さ
ぬ
き
空
港
公
園
グ
ラ
ス
ス
キ
ー
場
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託
契
約
を
平
成
十
七

年
十
二
月
一
日
解
除
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

住
所
　
香
川
郡
香
南
町
大
字
由
佐
一
一
七
二
番
地

名
称
　
香
南
町

●
香
川
県
告
示
第
七
百
七
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
中
土
指
道
　
第
十
四
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
丸
亀
市
垂
水
町
字
中
村
九
四
〇
、
九
四
一
―
一
及
び
九
四
一
―
二

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
四
・
三
二
メ
ー
ト
ル

延
長
　
五
七
・
三
三
メ
ー
ト
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き

人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

観
音
寺
市
大
野
原
町
海
老
済
乙
九
九
番

三
地
先
か
ら

観
音
寺
市
大
野
原
町
海
老
済
乙
九
九
番

三
地
先
ま
で

観
音
寺
市
大
野
原
町
海
老
済
乙
一
〇
四

番
三
地
先
か
ら

観
音
寺
市
大
野
原
町
海
老
済
乙
一
〇
六

番
一
地
先
ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
第
九
二
九
七
号
）

六

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
八
日

二
　
住
所

木
田
郡
庵
治
町
六
三
九
三
―
五

三
　
氏
名

庵
治
町

四
　
売
り
さ
ば
き
場
所

木
田
郡
庵
治
町
六
三
九
三
―
五

●
香
川
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
定
金
融
機
関
　
２
　
指
定
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
取
り
扱
う
所
等
の
表
中

「

「

詫
間
町
　
　
　
　
　
　
三
豊
市

詫
間
町
　
　
　
　
　
　
三
豊
市

三
野
町
　
　
　
　
　
　
三
豊
市

を
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
観
音
寺
東
部
支
店
の
項
中
「
豊
中
町
」
を
「

高
瀬
町
　
　
　
　
　
　
三
豊
市

山
本
町
　
　
　
　
　
　
三
豊
市

仁
尾
町
　
　
　
　
　
　
三
豊
市

」

」

三
豊
市
」
に
改
め
る
。

二
　
指
定
代
理
金
融
機
関
　
２
　
指
定
代
理
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
中
「
詫
間
町
」

及
び
「
高
瀬
町
」
を
「
三
豊
市
」
に
改
め
、
同
表
備
考
指
定
代
理
金
融
機
関
香
川
県
信
用
農
業
協
同
組
合

連
合
会
の
業
務
を
代
理
す
る
農
業
協
同
組
合
の
名
称
並
び
に
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
中
「
高
瀬
町
」
、

「
山
本
町
」
、
「
三
野
町
」
、
「
豊
中
町
」
、
「
詫
間
町
」
及
び
「
財
田
町
」
を
「
三
豊
市
」
に
、

「

「

仁
尾
町
支
店
　
　
仁
尾
町
　
　
　
　
を
　
　
仁
尾
町
支
店
　
三
豊
市
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

三
　
収
納
代
理
金
融
機
関
　
２
　
収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
中

「
高
瀬
町
」
、
「
山
本
町
」
、
「
三
野
町
」
、
「
豊
中
町
」
、
「
詫
間
町
」
、
「
仁
尾
町
」
及
び
「
財
田

「

株
式
会
社
東
京
三
菱
銀
行
　
　
　
　
高
松
支
店

町
」
を
「
三
豊
市
」
に
改
め
、
同
表
中

株
式
会
社
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
　
　
　
　
　
高
松
支
店

「

高
松
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
支
店
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市

を
　
　
株
式
会
社
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

高
松
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
中
央
支
店
　
　
　
　
　
高
松
市

」

」

に
改
め
る
。

●
香
川
県
公
告
第
七
百
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　

縦
覧
場
所

山
本
町
土
地
改
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
護
岸
改
修
事
業
）
国
金
池
　
三
豊
市
山
本
支
所

良
区
　
　
　
　
　
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
業
課

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
芋
の
　
〃

池
地
区

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
第
九
二
九
七
号
）

七

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
大
辻
地
　
〃

区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
国
吉
地
　
〃

区

●
香
川
県
公
告
第
七
百
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
出
市
奥
池
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改

良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
城
山
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
二
日
適
当
と

決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
坂
出
市
環
境
経
済
部
農
林
水
産
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
四
日
か
ら
同
月
二
十

四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
七
百
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
牟
礼
町
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
村

上
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
五
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
牟
礼
町
建
設
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
七
百
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
出
市
坂
出
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改

良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
金
山
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
五
日
適
当
と

決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
坂
出
市
環
境
経
済
部
農
林
水
産
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
四
日
か
ら
同
月
二
十

四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
七
百
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
五
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名

高
松
市
一
宮
土
地
改
良
区
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
古
水
地
区

高
松
市
西
植
田
土
地
改
良
区
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
落
神
上
井
地
区

香
川
郡
香
川
町
浅
野
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
一
宮
池
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
日
裡
地
区

香
川
町
南
部
土
地
改
良
区
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
岡
又
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
尾
亀
尻
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
乾
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
高
丸
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
大
谷
池
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
柳
原
下
地
区

●
香
川
県
公
告
第
七
百
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
出
市

奥
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
退
任
し
た
役
員



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
第
九
二
九
七
号
）

八

役
員
の
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　

退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
村
井
　
友
信
　
坂
出
市
川
津
町
二
〇
七
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
一
一
、
一
五

〃
　
　
　
亀
井
　
清
美
　
〃
　
　
〃
　
　
一
五
五
一
番
地
三
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
中
井
　
義
信
　
〃
　
　
〃
　
　
七
〇
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
山
下
　
　
祝
　
〃
　
　
〃
　
　
二
三
二
六
番
地
三
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
山
口
　
泰
延
　
〃
　
　
〃
　
　
二
一
五
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
谷
本
　
敏
明
　
〃
　
　
〃
　
　
三
〇
三
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
國
重
　
正
利
　
〃
　
　
〃
　
　
三
二
四
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
鎌
田
　
道
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
四
八
九
九
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
好
井
　
正
男
　
〃
　
　
〃
　
　
二
八
八
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
林
　
　
博
　
〃
　
　
〃
　
　
四
八
一
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
前
田
　

信
　
〃
　
　
〃
　
　
七
二
〇
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
野
方
　
久
雄
　
〃
　
　
〃
　
　
二
五
六
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
東
　
貴
義
　
〃
　
　
〃
　
　
四
七
二
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

二
　
就
任
し
た
役
員

役
員
の
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　

就
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
村
井
　
友
信
　
坂
出
市
川
津
町
二
〇
七
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
一
一
、
一
六

〃
　
　
　
植
田
　
　
滿
　
〃
　
　
〃
　
　
一
三
五
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
中
井
　
義
信
　
〃
　
　
〃
　
　
七
〇
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
川
田
　

輝
　
〃
　
　
〃
　
　
二
五
七
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
山
口
　
泰
延
　
〃
　
　
〃
　
　
二
一
五
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
谷
本
　
敏
幸
　
〃
　
　
〃
　
　
二
六
八
一
番
地
八
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
國
重
　
正
純
　
〃
　
　
〃
　
　
三
〇
九
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
鎌
田
　
道
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
四
八
九
九
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
好
井
　
博
文
　
〃
　
　
〃
　
　
四
九
五
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
林
　
　
博
　
〃
　
　
〃
　
　
四
八
一
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
前
田
　

信
　
〃
　
　
〃
　
　
七
二
〇
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
佐
柄
　
忠
男
　
〃
　
　
〃
　
　
二
二
四
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
野
方
　
洋
順
　
〃
　
　
〃
　
　
二
七
三
四
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

代
表
者
の
　
会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

氏
　
　
　
名
　
の
　
氏
　
名

大
平
と
し
か
ず
後
援
会
　
　
　
安
藤
　
光
一
　
相
馬
　
將
司
　
三
豊
郡
高
瀬
町
上
高
瀬
一
八
六
八

三
宅
洋
行
後
援
会
　
　
　
　
　
三
宅
　
洋
行
　
三
宅
　
輝
美
　
三
豊
郡
山
本
町
大
字
財
田
西
一
〇
四

七
―
二

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
異
動
事
項
　
　
　
　

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

自
由
民
主
党
観
音
寺
支
部
　
　
　
主
た
る
事
務
　
観
音
寺
市
室
本
町
一
三
　
観
音
寺
市
坂
本
町
七
―

所
の
所
在
地
　
二
五
―
六
一
　
　
　
　
　
二
―
一
三

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

選
挙
管
理
委
員
会
告
示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
第
九
二
九
七
号
）

九

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
異
動
事
項
　
　
　
　

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

近
藤
け
ん
じ
後
援
会
　
　
　
　
　
会
計
責
任
者
　
近
藤
　
正
和
　
　
　
　
　
小
野
勘
四
郎

の
　
氏
　
名

宮
本
よ
う
子
後
援
会
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
土
山
　
道
義
　
　
　
　
　
宮
本
　
陽
子

の
　
氏
　
名

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

成
合
美
範
後
援
会



平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
第
九
二
九
七
号
）

一
〇

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


